
 

南部町奨学金返還支援助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、南部町奨学金返還支援助成金（以下「本助成金」とい

う。）を交付することに関し、鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金交付要

綱（平成27年９月１日付第201500077531号鳥取県商工労働部長通知。以下

「県要綱」という。）及び南部町補助金等交付規則（平成16年南部町規則第 

51号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（交付目的） 

第２条 本助成金は、人材不足が著しい県内の対象業種に就職又は就業する大

学等在学生及び既卒者が借り入れた日本学生支援機構等の奨学金の返還額の

一部を助成することにより、若者の人材確保及び南部町への移住定住促進を

図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において使用する用語の定義は、県要綱で使用する用語の例

による。 

(助成金の交付) 

第４条 助成金は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、予算の範囲内に

おいて交付する。 

(1)県要綱第13条の規定による交付決定を受けた者 

(2)南部町内に住所を有する者 

(3)町税（南部町税条例（平成16年南部町条例第54号）第３条に規定する町税

をいう。）その他町に納付すべき料金の滞納がない者 

(4)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2

条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員でない者 

（助成金の額） 

第５条 助成金の額は、別表に基づき決定する。 

２ 助成金の算定基準となる奨学金総額（以下「算定基準額」という。）は、



県要綱第５条に規定する鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付申請時

に返還していない奨学金（利子は除く。）とする。 

３ 県要綱第13条に規定する交付決定後に奨学金の一部又は全部が返還免除に

なった場合の助成金の額は、当該免除額を算定基準額から除いて算出した額

とする。 

４ 各年度の助成金の上限額は、別表に基づく助成金の額を助成対象期間の年

数で除した額又は、各年度の前年度返還額から県要綱による各年度の助成金

等を差し引いた額のいずれか少ない方を上限とする。 

（助成対象期間） 

第６条 助成対象期間は県内の事業所等に正規雇用により就職又は就業した日

を起点として、当該日の属する年度から起算して８年度目の年度の末日まで

とし、事業所等に勤務している期間とする。 

 （交付の申請等） 

第７条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、助

成対象期間中の県要綱第16条の規定による助成金の支払を受ける年度の７月

31日までに南部町奨学金返還支援助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲

げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1)在職証明書（交付申請時）（様式第２号） 

(2)奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの及び奨学金の返還明細書の写し 

(3)鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定通知書及び交付決定

通知書の写し 

(4)その他町長が必要と認める書類 

 （交付の決定等） 

第８条 町長は、前条の申請等があったときは、速やかに申請書の内容を審査

し、助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定するものとする。 

２ 町長は、前項の規定により助成金の交付の可否及び助成金の交付額を決定

したときは、南部町奨学金返還支援助成金（変更）交付（不交付）決定通知

書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

 （交付決定の変更等） 

第９条 助成金の交付の決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、



前条の規定により交付決定を受けた内容に変更があったときは、速やかに南

部町奨学金返還支援助成金交付変更申請書（様式第４号）により町長に提出

しなければならない。 

２ 前条の規定は、前項の承認をする場合について準用する。 

 （各年度報告の時期） 

第10条 交付決定者は、各年度（第12条の実績報告に係る年度を除く。）の翌

年度の９月30日までに南部町奨学金返還支援助成金状況報告書(様式第５号)

に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1)在職証明書（状況報告時）（様式第６号） 

(2)奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの 

(3)報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額が分かるもの 

(4)奨学金返還免除通知の写し（該当者のみ）（一度提出した場合は以降の提

出は不要） 

(5)その他町長が必要と認める書類 

 （助成金の請求及び支払） 

第11条 交付決定者は、助成金の交付の請求をしようとするときは、南部町奨

学金返還支援助成金交付請求書（様式第７号）に県要綱第13条の規定による

交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。 

２ 各年度(次条の実績報告に係る年度を除く。)の助成金の支払は、前条の報

告を受けた後行うものとする。 

 （実績報告の時期等） 

第12条 規則第18条の規定による報告は、助成対象期間終了年度の翌年度の９

月30日までに南部町奨学金返還支援助成金実績報告書（様式第８号）に次に

掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1)在職証明書（状況報告時）（様式第６号） 

(2)奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの 

(3)報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額が分かるもの 

(4)その他町長が必要と認める書類 

 （額の確定） 

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、提出された書類を審



査し、必要に応じて調査等を行い、奨学金の返還が決定内容等に従って履行

されていると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、前条の報告を

した者に通知するものとする。 

 （助成金の返還等） 

第14条 町長は助成金の交付を受けた者が、虚偽の申請等により不正に助成金

を受けたときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

（その他） 

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 助成金の交付については、令和８年４月１日以降に県内の事業所等に正規

雇用により就職又は就業した者のみをその対象とする。 

  



別表（第５条関係） 

（１）特定業種 

区  分 助成金の額 

１ 無利子のみの

奨学金の貸与を

受けた期間 

貸与を受けていた無利子の奨学金算定基準額（大学等の在

学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に６万円を

乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等に

ついては、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受

けたものとみなすこととする。）に２分の１を乗じて得た

額（助成対象期間が８年に満たない場合は、当該得た額に

助成対象期間（年）を乗じて８年で除した額）。 

２ 有利子のみの

奨学金の貸与を

受けた期間 

貸与を受けていた有利子の奨学金の算定基準額（大学等の

在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に６万円

を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等

については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を

受けたものとみなすこととする。）に４分の１を乗じて得

た額（助成対象期間が８年に満たない場合は、当該得た額

に助成対象期間（年）を乗じて８年で除した額）。 

３ 無利子、有利

子の両方の奨学

金の貸与を受け

た期間 

１の区分により算定して得た額。 

ただし、１の区分の算定基準額が限度額に達しないとき

は、同区分の限度額から同区分の算定基準額を差し引いた

額を２の区分の限度額として、２の区分により算定して得

た額を１の区分により算定して得た額に加えた額。 

 

  



（２）一般業種 

区  分 助成金の額 

１ 無利子のみの

奨学金の貸与を

受けた期間 

貸与を受けていた無利子の奨学金算定基準額（大学等の在

学時に無利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に６万円を

乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等に

ついては、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を受

けたものとみなすこととする。）に４分の１を乗じて得た

額（助成対象期間が８年に満たない場合は、当該得た額に

助成対象期間（年）を乗じて８年で除した額）。 

２ 有利子のみの

奨学金の貸与を

受けた期間 

貸与を受けていた有利子の奨学金の算定基準額（大学等の

在学時に有利子のみの奨学金の貸与を受けた月数に６万円

を乗じた額を限度とする。ただし、一括貸与型の奨学金等

については、当該奨学金の対象期間中の全ての月に貸与を

受けたものとみなすこととする。）に８分の１を乗じて得

た額（助成対象期間が８年に満たない場合は、当該得た額

に助成対象期間（年）を乗じて８年で除した額）。 

３ 無利子、有利

子の両方の奨学

金の貸与を受け

た期間 

１の区分により算定して得た額。 

ただし、１の区分の算定基準額が限度額に達しないとき

は、同区分の限度額から同区分の算定基準額を差し引いた

額を２の区分の限度額として、２の区分により算定して得

た額を１の区分により算定して得た額に加えた額。 

 

  



様式第１号（第７条関係） 
  年  月  日 

 
 南部町長 様 
 

 
南部町奨学金返還支援助成金交付申請書 

 
 南部町奨学金返還支援助成金を受けたいので、南部町奨学金返還支援助成金交付
要綱第７条の規定により関係書類を添えて申請します。 

なお、この申請書の記載の内容が事実と相違するときは、申請を無効とされ、又
は認定を取り消されても異存ありません。 

また、滞納状況の確認等のため、本申請書および添付書類に記載のある個人情報
を町の各部署に提供することに同意します。 
 

記  
 

申

請

者 

住 所 〒  

氏 名  

生年月日            年  月  日  

電話番号  

就
業
先
県
内
事
業
所 

住 所 〒  

名 称  

代表者名  

電話番号  

就業年月日                       年  月  日  

奨

学

金 

名 称  

区 分 無利子・有利子  

金 額 総額                      円  

貸与期間      年  月  日から   年  月  日まで  

返還金額 総額         円（うち未返還額(利子分を除く)       円） 

返還期間      年  月  日～     年  月  日  

奨

学

金 

名 称  

区 分 無利子・有利子  

金 額 総額                      円  

貸与期間      年  月  日から   年  月  日まで  

返還金額 総額         円（うち未返還額(利子分を除く)       円） 

返還期間      年  月  日～     年  月  日  
 
 
（添付書類） 

１.在職証明書（交付申請時）様式第２号 

２.奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの及び奨学金の返還明細書の写し  
３.鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金支給対象者認定通知書及び交付決定通知書の写

し 

  



 
様式第２号（第７条関係） 

 

在 職 証 明 書（交付申請時） 
 

氏    名 
ふりがな 

 

生年月日 
 

年    月    日 
 

現住所 
〒     －  
 

正規雇用により 
就職又は就業 
した年月日 

 
年    月    日 

 

※正規雇用者とは、雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、

諸手当等において、就業規定等で定める職員と同様の扱いとなる雇用形態の者 

業 種  

（薬剤師の場合のみ） 薬剤師の職域に従事（・している ・していない） 

（保育士・幼稚園教諭の場合のみ） 
保育士又は幼稚園教諭の職域に従事 

（・している ・していない） 

現在の所属部署 
（ 勤 務 場 所 ） 

＜部署・支店名など＞ 
 
     
 
＜勤務場所＞ 
・ 鳥取県内（鳥取県     市・町・村） 
・ 鳥取県外（    都・道・府・県     市・区） 
 （※鳥取県外の場合、期間（予定）及び理由（研修等） 
  期間：  年  月  日から  年  月  日まで 
  理由：                     ）  

  
上記の者は当社の正規雇用者であることを証明します。 
 
 

   年   月   日   
 
 
    事業所 所在地 〒     
 
 
        名   称 
 
 
        代 表 者                                         印 
 
 
        電話番号 
 

  



様式第３号（第８条、第９条関係） 
第         号 

  年  月  日 
 
            様 
 

南部町長        
 

南部町奨学金返還支援助成金（変更）交付（不交付）決定通知書 
 
  年  月  日付で申請のあった南部町奨学金返還支援助成金については、南部
町奨学金返還支援助成金交付要綱第８条（第９条）の規定により、下記のとおり（変
更）交付する（しない）ことに決定したので、同条の規定により通知します。  
 

記 
１.交付決定等 
  本助成金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 
 
（１）算定基準額  金        円 

 
（２）交付決定額  金        円 

 
２.助成期間 
       年  月  日 から     年  月  日 
 
３.各年度交付上限額 
 
 
 
  

各年度交付上限額 支払時期 

   年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

  年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

   年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

  年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

   年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

   年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

  年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

  年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

  年度  金        円 
翌年度確認する当該年度の返還状況に基づき、 
助成金額を確定した後 

 

（変更の場合） 

１.変更理由 

 

(交付しない場合) 

１.不交付の理由 

 

  



様式第４号（第９条関係） 
   年  月  日  

 
 
 南部町長 様  

 

申請者 住所 

    氏名 

 
 

南部町奨学金返還支援助成金交付変更申請書  
 
 

   年  月  日付第    号による交付決定に係る内容について、下記の
とおり変更したいので、南部町奨学金返還支援助成金交付要綱第９条第１項の規定
により関係書類を添えて申請します。 
 

記  
 
 
 １ 変更内容 
    

住所・氏名・電話番号・就業先事業所・奨学金の返還に関すること  
 
 
 

変

更

前 

 

変

更

後 
 

  変更になった日               年     月     日  
 
 
 

（添付資料）※変更の内容を証するために必要なものについて添付  

 ・在職証明書（交付申請時）（様式第２号）  
 ・奨学金の返還を証するもの及び奨学金の返還証明書  

  



様式第５号（第10条関係） 
  年  月  日  

 
 南部町長 様  
 

申請者 住 所             
 

 氏 名             
 
                   電話番号  
 

   年度南部町奨学金返還支援助成金状況報告書  
 
   年  月  日付第   号による交付決定に係る    年度内の奨学金返
還状況について、南部町奨学金返還支援助成金交付要綱第10条の規定により、下記
のとおり報告します。 
 

記 
 

返還額総額（元金） 

（返還開始から返還終了まで）  
            円  

 

前年度までの累計返還額 

（返還開始から 年３月31日まで）  
            円  

    年度における返還額 

（    年４月１日から 

    年３月31日まで）  

              円 
※年度中途で、町内転入、町外転出がある場合は、
その日付を以下に記載してください。  
 
転入・転出年月日  年  月  日  

    年度以降の返還額 

（    年４月１日から 

返還終了まで）  

            円  

南部町に居住していない理由  

 
＜交付決定後に奨学金の返還免除がある場合＞ 

奨学金名 免除額  

             円  

 
※この報告書は、毎年度の現況を確認し、支払いを行うための重要な書類ですので、

返還のあった年度の翌年度の９月３０日までに必ず報告してください。 
 
（添付資料）  

１.在職証明書（状況報告時）様式第６号 

２.奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの 

３.報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額が分かるもの 

４.奨学金返還免除通知の写し（該当者のみ）※一度提出した場合は以降の提出は不要 

  



様式第６号（第10条、第12条関係） 
 

在 職 証 明 書（状況報告時） 
 

氏    名 
ふりがな 

 

生年月日 
 

年    月    日 
 

現住所 
〒     －  
 

正規雇用により 
就職又は就業 
した年月日 

 
年    月    日 

 

※正規雇用者とは、雇用期間の定めのない契約に基づく雇用とし、賞与、退職金、諸手当

等において、就業規定等で定める職員と同様の扱いとなる雇用形態の者 

業 種  

（薬剤師の場合のみ） 薬剤師の職域に従事（・している ・していない） 

（保育士・幼稚園教諭の場合のみ）  
保育士又は幼稚園教諭の職域に従事 

（・している ・していない） 

現在の所属部署 
（ 勤 務 場 所 ） 

＜部署・支店名など＞ 
 
     
 
＜勤務場所＞ 
・ 鳥取県内（鳥取県     市・町・村） 
・ 鳥取県外（    都・道・府・県     市・区） 
 （※鳥取県外の場合、期間（予定）及び理由（研修等） 
  期間：  年  月  日から  年  月  日まで 
  理由：                     ）  

  
 
上記の者は当社の正規雇用者であることを証明します。 
 
 
 

    年   月   日   
 
 
 
 
 
    事業所 所在地 〒    
 
 
        名   称 
 
 
        代 表 者                                         印 
 
 
        電話番号 
 
                    
 

  



様式第７号（第11条関係） 
 

  年  月  日 
 
 
 南部町長 様 
 
 

 
申請者 住 所           

 
 氏 名           

 
                  
 
 
 

    年度南部町奨学金返還支援助成金交付請求書 
 

 
  年  月  日付第   号により交付決定のありました南部町奨学金返還支

援助成金について、南部町奨学金返還支援助成金交付要綱第11条第１項の規定により、下

記のとおり請求します。 

 

 
記 

 
 
 
 
 
 
１. 請求金額    金                 円 

 

 

 

 

 

 

  



様式第８号（第12条関係） 
 

  年  月  日  
 
 南部町長 様  
 

申請者 住 所              
 

 氏 名              
 

                                   電話番号  
                                    
 

南部町奨学金返還支援助成金実績報告書  
 
   年  月  日付第   号による交付決定に係る実績報告ついて、南部町
奨学金返還支援助成金交付要綱第１２条の規定により、下記のとおり報告します。 
 

記 

 
 

 奨学金返還額  交付決定額  

交付決定 円  円  

実 績  円  円  

差 引  円  円  

 
 
＜以下は、交付申請後、南部町に居住していない期間がある場合に記載してください。＞ 

交付申請後 

転出・転入した日付 

（該当する場合のみ記載） 

転出    年  月  日 

 

転入    年  月  日 

南部町に居住して 

いなかった理由 

 

 
 
（添付資料）  

１.在職証明書（状況報告時）様式第６号 

２.奨学金返還証明書又はこれに準ずるもの  

３.報告年度の鳥取県未来人材育成奨学金支援助成金の交付額がわかるもの 
 
 

 

 


